
＜別紙２－１(共通評価・保育所版）＞ （別紙）

評価対象Ⅰ　福祉サービスの基本方針と組織

Ⅰ-１　理念・基本方針

第三者評価結果

【1】 Ⅰ－1－(１)－①　
b

Ⅰ-２　経営状況の把握

第三者評価結果

【2】 Ⅰ－２－(１)－①
b

【３】 Ⅰ－２－(１)－②
c

園の経営面は法人が権限を持っています。経営環境や人材育成、財務状況等の現状分析に基
づく経営状況や改善すべき課題について明確になっておらず、職員アンケートをとったところ「経
営環境の変化等に適切に対応している」と回答した職員はいませんでした。

Ⅰ-２-（１）　経営環境の変化等に適切に対応している。　

　事業経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・分
析されている。

<コメント>

園長は、相模原市の園長会や法人内の園長会に参加し、新型コロナウイルス感染症予防や、補
助金などに関する情報を把握しています。そして、幼保小中連携を進める中で地域の情報を共
有するなど、園をとりまく事業環境を把握しています。利用率については、地域の保育ニーズに
対応して定員を超える子どもを受け入れています。一方で、経営状況の把握・分析については法
人が担っており、法人内でどのようなことが把握・分析されているのか明確になっていません。

　経営課題を明確にし、具体的な取り組みを進めてい
る。

<コメント>

「夢みる力と大きな感動を」を法人の保育理念として、ホームページやリーフレットなどに掲載して
います。保護者には、入園のしおりを用いて入園時に説明しています。保育内容に関する全体的
な計画の冒頭には、理念・方針・目標を掲載して、指導計画に展開しやすいよう考慮しています。
全体的な計画は、職員が個々に行う自己評価結果をもとに園長が見直しを行っていて、「どんな
保育園にしたいか」「園の子ども像」「環境について」などを分析して、新年度の方針を定めていま
す。今年度は「非認知能力」「主体的、対話的、深い学び（アクティブラーニング）」を重視すること
などを園独自の方針として追加し、常勤職員が出席する職員会議で共有しています。非常勤職
員には会議録を回覧することで周知を図ることにしていますが、伝わっていない部分が出ている
ため、重要事項について周知方法を工夫することが期待されます。保護者へのより具体的な説
明も課題となっていて、懇談会で資料をもとに説明したり、園の玄関などに掲示したりすることも
効果的だと思われます。

第三者評価結果

※すべての評価細目（45項目）について、判断基準
（ａ・ｂ・ｃの3段階）に基づいた評価結果を表示する。
※評価項目毎に第三者評価機関判定理由等のコメ
ントを記述する。

Ⅰ-１-（１）　理念、基本方針が確立・周知されている。

　理念、基本方針が明文化され周知が図られている。

<コメント>



Ⅰ-３　事業計画の策定

第三者評価結果

【4】 Ⅰ－３－(１)－①
c

【5】 Ⅰ－３－(１)－②
c

【6】 Ⅰ－３－(２)－①
c

【7】 Ⅰ－３－(２)－②
c

　事業計画は、保護者等に周知され、理解を促してい
る。

<コメント>

行事の計画は予定表を渡して保護者に伝えています。今年度は、新型コロナウイルス感染防止
のため懇談会を実施するのが難しく、園で力を入れて取り組んでいることなどは、園だよりや、活
動の写真を掲示することなどを通して伝えていますが、事業計画について説明する機会は設け
ていません。

　中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されて
いる。

Ⅰ-３-（２）　事業計画が適切に策定されている。

　事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが
組織的に行われ、職員が理解している。

単年度の事業計画を作成していますが、中・長期計画を踏まえた具体的な内容にはなっていま
せん。数年後の将来展望を園長は考えていますので、今年度は何をどこまで実施するといった
具体的な重点目標を、年度ごとに定めていくことが期待されます。現在の事業計画は、年間行事
予定や、健診、避難訓練、身体測定、定員、保育時間、職員定数、職員名簿などを掲載する定
型的な書式になっています。今後は、事業計画を実施することで、徐々に理念や方針、中・長期
的な展望に近づいてけるよう、PDCAを意識した計画を、法人の協力を得ながら作っていくことが
期待されます。

<コメント>

事業計画は、年度当初の職員会議で周知しています。一方で、現在の事業計画や事業報告は、
定型的な書式に、行事名や数字を入れていく形式となっているため、職員の参画や意見の集
約、それに基づく見直しをしなくても作成できるものとなっています。園では、職員個々の1年の振
り返りをもとに、新年度の方針を園長が定め、全体的な計画に反映させていくという手順があり
ますので、この手順を応用して次年度の重点目標を定めて事業計画を作っていくことが期待され
ます。

<コメント>

Ⅰ-３-（１）　中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。

　中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されて
いる。

<コメント>

中・長期計画は策定していません。3～5年後の将来展望として、園長は園庭の保育環境を整備
していきたいと考えています。自由な発想で子どもたちが主体的に園庭で遊べるよう、高低差を
設けたり、園庭の植物を用いて子どもたちの遊びの幅が広がっていくような自然に近い環境を目
指しています。前年度は、クローバーを植えシロツメクサを摘んで冠をつくるなど、将来展望に向
けた一歩を踏み出しています。今後、これらのことを含む将来展望を中・長期計画にすることで
可視化し、職員と話し合いながら、職員全員で取り組みを進めていくことが期待されます。



Ⅰ-４　福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組

第三者評価結果

【8】 Ⅰ－４－(１)－①
b

【9】 Ⅰ－４－(１)－②
b

評価対象Ⅱ　組織の運営管理

Ⅱ-１　管理者の責任とリーダーシップ

第三者評価結果

【10】 Ⅱ－1－(１)－①
b

【11】 Ⅱ－1－(１)－②
b

法人の「コンプライアンスマニュアル」や、園独自の「職員の心得」を職員に配布し、職員会議など
の機会に倫理綱領や人権擁護など重要事項を抜粋して伝えています。また、守秘義務に関する
誓約書を職員と交わしているほか、全国保育士会が発行している「人権擁護のためのセルフ
チェックリスト」を用いて、職員の意識を高めています。園長は、労働基準法に関する研修を受け
るなどして、法令遵守に努めています。幅広い法令に関して理解をするための取り組みについて
は、今後の課題になっています。

Ⅱ-１-（１）　管理者の責任が明確にされている。

　施設長は、自らの役割と責任を職員に対して表明し理
解を図っている。

<コメント>

園長は、職員が個々に行う自己評価結果をもとに新年度の方針を定めています。今年度は「非
認知能力」「主体的、対話的、深い学び（アクティブラーニング）」を重視することなどを園独自の
方針として追加し、全体的な計画を毎年見直しして職員会議で共有しています。また、「職員の心
得」を独自に作成しています。日々の業務の中で望ましい行動や心構えを1冊に記して全職員に
配布することで、期待する職員像を園長が表明しています。「職務分担表」には、園長の12の職
務内容を明記して職員に周知しています。しかしながら、すべての職員に対して、これらのことを
伝えていくことについては難しさを感じています。有事や不在時の役割と責任、権限委譲につい
ては口頭で伝えていますが、書面で明確化することが期待されます。

　遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行っ
ている。

<コメント>

<コメント>

年1回、人事考課制度に基づき「自己点検」「自己申告書」による自己チェックと振り返りを行って
います。自己チェックの結果をもとに、園長が「2019年度の評価・反省を踏まえて」を書面にまと
めて、今年度の全体的な計画に生かしています。また、前年度は初めて保護者アンケートを実施
しました。例えば、職員が友だち感覚で保護者に対応しているように感じるといった指摘を受け
て、言葉遣いを直していくことを職員間で共通理解しています。今後は、これらの結果を分析・検
討する場を設けて組織として実施していくことが期待されます。

　評価結果にもとづき保育所として取り組むべき課題を
明確にし、計画的な改善策を実施している。

<コメント>

職員個々の自己チェックの結果をもとに、園長が「2019年度の評価・反省を踏まえて」を書面にし
ています。例えば、「どんな保育園にしたいか」には「子どもたちが毎日来たいと思える園」、「当
園の子ども像」には「自分で考える子ども」、「遊び」には「自然物に触れたり感じたりできる環境を
増やす」などそれぞれ複数掲げていて、今年度の全体的な計画に生かしています。一方で、具体
的な目標や達成基準を設けた改善計画の策定には至っていません。

Ⅰ-４-（１）　質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。

　保育の質の向上に向けた取組が組織的に行われ、機
能している。



【12】 Ⅱ－1－(２)－①
b

【13】 Ⅱ－1－(２)－②
c

Ⅱ-２　福祉人材の確保・育成

第三者評価結果

【14】 Ⅱ－２－(１)－①
c

【15】 Ⅱ－２－(１)－②
c

【16】 Ⅱ－２－(２)－①
b

<コメント>

園長は年2回職員との面談を行っています。面談では、保育の振り返りのほか園への要望や勤
務の希望なども確認して、働きやすい職場づくりに取り組んでいます。子育て中の職員が多いた
め、急な休みにも快く対応できるように、ワーク・ライフ・バランスを考慮した対応に努めていま
す。一方で、職員からは勤務体制の改善に関する改善要望がいくつか出ているため、さらなる取
り組みが期待されます。

人材確保や定着、育成に関わる具体的な計画は作成していません。人材の確保は法人で一括
して行うため、必要な時は、その都度法人に相談することになっています。保育にかかわる職員
は、非常勤職員を含め全員が保育士の資格を持っています。園としては、毎年2月に新年度の配
置を職員に周知し余裕をもって準備できるようにしています。職員の定着率が高く、開設3年目の
時に初めて新卒の職員を採用しています。

　総合的な人事管理が行われている。

<コメント>

園長は「職員の心得」を用いて、期待する職員像の周知を図っています。法人としては、人事考
課制度を実施し「給与規程」も作成しています。一方で、具体的な人事基準が職員に対して明確
になっておらず、昇進や昇格などの基準について職員に開示されていない部分があります。総
合的な人事管理や人材育成が行われるように法人主導で取り組んでいくことが期待されます。

Ⅱ-２-（２）　職員の就業状況に配慮がなされている。

　職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場づく
りに取組んでいる。

<コメント>

人事や労務、財政等を踏まえた経営の改善は、法人が権限を持っているため、園長が経営改善
に向けた指導力を発揮するまでには至っていません。園長は、働きやすい職場環境を作るため
に、全職員と年2回面談をして個々の声を聞くように努めています。また、常勤職員の増員などに
ついては、法人に定期的に依頼し、安定した人材確保に向けて努めています。

Ⅱ-２-（１）　福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。　

　必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計
画が確立し、取組が実施されている。

<コメント>

Ⅱ-１-（２）　管理者のリーダーシップが発揮されている。

　保育の質の向上に意欲をもち、その取組に指導力を
発揮している。

<コメント>

園長独自の「職員の心得」を作成し、複数回にわたり園内研修を行って職員全員に対して説明す
るなど、保育の質の向上に意欲を持っています。すべての職員に年2回面談し、職員個々の現状
を把握するとともに、前期と後期の2回、個々の職員の目標を定めて評価をしていく仕組みを作り
ました。今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で、前期の目標を設定できなかったため運
用は中断しています。そのほか、人事考課制度に基づいて行う職員個々の自己評価結果をもと
に、新年度の方針を定めて全体的な計画につなげるなどリーダーシップを発揮しています。今年
度は、保育室内の環境設定を課題として、1つのクラスの保育環境を取り上げて園内研修をした
いと考えていましたが実現には至りませんでした。把握した課題を重点目標に据えみんなで取り
組んでいくように計画していくなど、さらに指導力を発揮していくことが期待されます。

　経営の改善や業務の実行性を高める取組に指導力を
発揮している。



【17】 Ⅱ－２－(３)－①
c

【18】 Ⅱ－２－(３)－②
b

<コメント>

【19】 Ⅱ－２－(３)－③
b

【20】 Ⅱ－２－(４)－①
b

　実習生等の保育に関わる専門職の研修・育成につい
て体制を整備し、積極的な取組をしている。

<コメント>

「実習生の受け入れについて」に実習のねらいや留意点を記し、実習生指導を行っています。相
模原市が主催する研修で、職員は実習生指導について学んでいます。保育士の仕事の楽しさを
知ってもらえるような実習にしていきたいという思いのもと、学校側と実習内容について連携して
プログラムを組んでいます。近隣の学校にPRをしているものの、今年度は実習の希望者がいま
せんでした。

<コメント>

前年度までは、前期と後期の2回、全職員に対して目標を定めて評価をしていく仕組みがあり、
園独自の取り組みとして運用をしていました。今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で、
前期の目標を設定できなかったため全体的な運用は中断しており、入職して数年目の職員に
限ってこの仕組みを継続しています。法人が行っている人事考課制度との調整を図りながら、よ
り効率的な方法を検討していきたいと園長は考えています。

　職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定さ
れ、教育・研修が実施されている。

　職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されてい
る。

<コメント>

Ⅱ-２-（３）　職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

　職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。

キャリアアップ研修制度を用いて、階層別・職種別の外部研修に参加するなど、年間計画を立て
外部研修に常勤職員を派遣しています。非常勤職員は勤務時間の関係で外部の研修に参加し
ていませんが、研修の報告書を閲覧できるようにしています。OJTは新任職員から入職数年目
の職員を対象に実施しています。毎日、自分の目標を設定して振り返り、担当職員や園長が助
言をすることで進めています。今後、法人として人材育成計画を作成し、体系的に職員のスキル
アップを図っていくことが期待されます。

Ⅱ-２-（４）　実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。

年間の研修計画書は、園長と主任が話し合い作成しています。外部研修は相模原市が主催する
研修に常勤職員を派遣しており、年数回受講する職員もいます。外部研修に行った後には職員
会議で研修内容を報告し、学んだことを共有できるようにしています。園内研修の機会を年数回
設けています。全国保育士会が作成した「人権擁護のためのセルフチェックリスト」に基づく研修
を主任が企画して継続的に行うほか、心肺蘇生法や嘔吐処理研修を毎年実施しています。園長
は、保育室内の環境設定に関する学びを全体で深めていきたいと思っており、職員からは保育
の質を高めるための園内研修を望む声が出ていますので、今後検討していくことが期待されま
す。



Ⅱ-３　運営の透明性の確保

第三者評価結果

【21】 Ⅱ－３－(１)－①
b

【22】 Ⅱ－３－(１)－②
c

Ⅱ-４　地域との交流、地域貢献

第三者評価結果

【23】 Ⅱ－４－(１)－①
b

【24】 Ⅱ－４－(１)－②
c

地域との関りについては法人作成の年度事業計画と保育内容に関する全体的な計画に記載さ
れています。地域の子育て支援、園庭開放、デイサービスセンターや老人施設への訪問、相模
原市こども・若者未来局が開催する子育て応援イベント「保育ウィーク」への参加、幼稚園・小学
校との交流を行っています。実習生・ボランティアの受け入れ、中学生の職場体験等も受け入れ
準備はありますが、今年度の受け入れはありません。今後も周知と積極的な受け入れが期待さ
れます。地域や近隣企業の祭りや小学校の運動会を見に行く等交流を図っています。散歩先で
近隣の学校のトイレを借りるなどの連携もしています。

　ボランティア等の受入れに対する基本姿勢を明確にし
体制を確立している。

<コメント>

ボランティアの受け入れについてのマニュアルはありますが職員への周知はできていません。全
体的な計画に明記されていますが、積極的な受け入れはできていません。学校教育への協力に
ついては、近隣の保育園・幼稚園・認定こども園・小学校・中学校が参加する「城山地区連絡協
議会幼保小中ネットワーク」に参加し、それぞれニーズや課題を検討したり、お互いの協力可能
な内容等を検討しています。幼稚園児・小学生とのお便り交換、小学校への訪問、職員同士の
交流や、中学生の職場体験も計画していますが、新型コロナウイルス感染防止のため実施でき
ていません。

<コメント>

園の経営面は法人が担い「経理規程」で契約のルールなどについて定めています。園長は小口
管理を担っていますが、経理や財務面について、職員に周知されていません。内部監査や外部
監査は実施しておらず、職員からは、法人から経営に関する情報が伝えられないという意見がい
くつか出ています。

Ⅱ-４-（１）　地域との関係が適切に確保されている。

　子どもと地域との交流を広げるための取組を行ってい
る。

<コメント>

Ⅱ-３-（１）　運営の透明性を確保するための取組が行われている。

　運営の透明性を確保するための情報公開が行われて
いる。

<コメント>

運営の透明性の確保に向けて、ホームページで保育理念や園の概要、子育て広場の情報を提
供しています。さらに情報量を増やし、利用希望者に情報が届くようにしていくことが期待されま
す。園の玄関には意見箱を設置し、園内には「ご意見・ご要望の解決のための仕組みについて」
を掲示して、外部の第三者委員に直接相談できるようにしています。苦情の内容は年度末に保
護者に書面を配布し公表しています。地域へ向けて園の取り組みや存在意義、役割などを説明
した広報誌は作成していません。

　公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取
組が行われている。



【25】 Ⅱ－４－(２)－①
b

【26】 Ⅱ－４－(３)－①
b

【27】 Ⅱ－４－(３)－②
c

評価対象Ⅲ　適切な福祉サービスの実施

Ⅲ-１　利用者本位の福祉サービス

第三者評価結果

【28】 Ⅲ－１－(１)－①
b

<コメント>

法人の理念や基本方針を基にした園の理念・基本方針に基づき、「健康で明るい子ども」「自分
で考えて行動できる子ども」「自分の思いを表現できる子ども」「思いやりのある子ども」を育てる
ことを保育目標としています。全国保育士会倫理綱領については、職員に対して研修や職員会
議で周知されていますが、職員はまだ配慮が不足している部分があると考えています。今後研
修等で職員の意識向上を図り、保護者への理解を図る取り組みが期待されます。

　地域の福祉ニーズ等にもとづく公益的な事業・活動が
行われている。

<コメント>

近隣の住民に対し、子育て支援や園庭開放、行事の案内等をポスティングし周知を図っていま
す。地域の保育ニーズに対しては一時保育、待機児童問題においては保育士の増員をし定員を
増やす等の取り組みを行っています。保育園としての専門知識を地域に還元するために保育相
談を行っていますが参加者が少ないのが課題です。今後さらなる地域とのコミュニケーションを
図ることにより協力体制の構築が期待されます。

Ⅲ-１-（１）　利用者を尊重する姿勢が明示されている。

　子どもを尊重した保育について共通の理解をもつため
の取組を行っている。

<コメント>

相模原市の緑子育て支援センター、児童相談所、城山保健福祉課等との連携を図り、関係機関
はリスト化されています。連携の内容が全職員に周知されていないため今後周知の方法の検討
が期待されます。また、医療機関については園の電話の電話帳に登録されていますが、今後リ
スト化が期待されます。年６回開催される城山地区連絡協議会幼保小中ネットワークに参加し不
審者の出没等共通の問題の解決に取り組んでいます。権利侵害が疑われる子どもには緑子育
て支援センターと連携し見守り・支援を行っています。関係機関等社会資源のリスト化や、連携
について職員への周知・参画できる仕組みの構築が期待されます。

Ⅱ-４-（３）　地域の福祉向上のための取組を行っている。

　地域の福祉ニーズ等を把握するための取組が行われ
ている。

<コメント>

自治会への参加はしていませんが、城山地区連絡協議会幼保小中ネットワークに参加し地域の
福祉ニーズや生活課題の把握を行っています。不審者出没時にはそのネットワークを通し情報
提供を受け、保護者にメール配信をしたことがあります。地域子育て支援センターとして育児相
談や園庭開放を行っていますが、新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり今年は利用があり
ません。

Ⅱ-４-（２）　　関係機関との連携が確保されている。

　保育所として必要な社会資源を明確にし、関係機関等
との連携が適切に行われている。



【29】 Ⅲ－１－(１)－②
a

【30】 Ⅲ－１－(２)－①
b

【31】 Ⅲ－１－(２)－②
b

【32】 Ⅲ－１－(２)－③
c

【33】 Ⅲ－１－(３)－①
b

日々の保育の中で子どもの声を聞き満足度を確認しています。保護者に対しての満足度調査
は、毎年個人面談の際に行っていますが、今年は新型コロナウイルス感染防止のため行ってい
ません。また、行事毎と年に２回のアンケート調査を実施していますがアンケート結果を分析・検
討し改善するには至っていません。アンケートの集計結果と内容は保護者に直接の説明はして
いませんが、結果を書面で配布しています。今年度はアンケートの実施はできていません。今後
満足度の分析や改善への取り組みにつながる仕組みの構築と保護者への周知ができる仕組み
作りが期待されます。

　保育所等の変更にあたり保育の継続性に配慮した対
応を行っている。

<コメント>

他園への転園の際の引き継ぎ書類等は定めていません。転居等により幼稚園や認定こども園に
移ったケースはありますが、転園先の要望に合わせ口頭で引継ぎを行いました。園に転入してき
たケースでは相手の園に連絡し、口頭での連絡に加え必要に応じて書面での情報収集を行って
います。今後引継ぎのための書式の整備が期待されます。利用終了後、卒園後の相談を園長、
主任、担任が受けていますが、特に窓口として設置し書面で保護者に示してはいません。保護者
に対して相談窓口の周知が期待されます。

Ⅲ-１-（３）　　利用者満足の向上に努めている。

　利用者満足の向上を目的とする仕組みを整備し、取
組を行っている。

<コメント>

　利用希望者に対して保育所選択に必要な情報を積極
的に提供している。

<コメント>

園の理念や基本方針についてはリーフレットや園のしおり、重要事項説明書、ホームページ等に
明示しています。相模原市が開催する保育ウィークではリーフレットを配布していますが、通常時
積極的にパンフレットの設置・配布はしていません。リーフレットは園での保育の流れが分かりや
すく記載され、入園希望の保護者の見学時には丁寧に説明しています。見学者受け入れについ
ては記録をしています。リーフレットやしおりの内容は法人が毎年見直しを行い、必要があれば
修正しています。

　保育の開始・変更にあたり保護者等にわかりやすく説
明している。

<コメント>

入園時の面談において面談シートを作成し生活状況や意向を確認しています。保育の開始・変
更時にはしおり、重要事項説明書にて説明を行い書面にて同意を得ています。変更時について
は軽微なものは連絡事項や周知文を一斉メール、園の便りで知らせ、大きな変更については書
面での同意を得ています。その他保育内容について保護者の理解を深めるためにイラストや写
真を用いたお知らせや掲示物を作成しています。

　子どものプライバシー保護に配慮した保育が行われ
ている。

<コメント>

プライバシー保護については法人作成のコンプライアンスマニュアルに明示され、研修や職員会
議等で繰り返し職員への周知を図っています。水遊びやプール遊びの際目隠しシェード等を用い
たり、オムツ交換、着替えやトイレ、シャワー利用時に不用意に他者から目につかないよう配慮し
ています。シャワー室はプライバシーに配慮された環境となっています。人権チェックリストを用
い子どもの人権に配慮した保育に取り組んでいます。保護者に対し利用開始前に入園説明会や
重要事項説明書、契約書にてプライバシー保護について説明し書面にて同意を得ています。行
事の写真等のホームページやお便りへの掲載については書面にて同意を得ています。

Ⅲ-１-（２）　福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。



【34】 Ⅲ－１－(４)－①
b

【35】 Ⅲ－１－(４)－②
b

【36】 Ⅲ－１－(４)－③
b

【37】 Ⅲ－１－(５)－①
b

【38】 Ⅲ－１－(５)－②
b

　安心・安全な福祉サービスの提供を目的とするリスク
マネジメント体制が構築されている。

<コメント>

保育士の中でリスクマネジメントに関する担当者を設置しています。事故防止・発生時対応マ
ニュアルを作成し園内研修を行っています。相模原市が開催する「安全に対する研修」にも参加
しています。担当者を中心に毎日の保育の中でヒヤリハットや事故報告、保育士からの園周辺
の危険な場所等の情報を収集し職員会議等で周知、対応を検討しています。事故発生時には担
当者を中心に事故発生の状況や原因を確認し再発防止への対応を検討しています。事故防止
に向けて定期的な評価や見直しが不十分なので、今後定期的な取り組みが期待されます。

　感染症の予防や発生時における子どもの安全確保の
ための体制を整備し、取組を行っている。

<コメント>

厚生労働省の「保育所における感染症対策ガイドライン」、相模原市作成の「感染症対策ガイドラ
イン」に基づきマニュアルの作成をしています。毎年感染症に関する研修を行っており、相模原
市からの通達等で最新情報を得て実践し、行政がガイドラインを見直しするタイミングにならって
マニュアルを見直しています。日々の検温を行い、園内の設備や遊具の清掃や消毒についても
定められ、日々の保育の中で実施しています。感染症発生時には園内にその内容や人数、主な
症状の写真を掲示する他、必要に応じて保護者に対し一斉メールの配信も行っています。重要
事項説明書には乳幼児がかかりやすい病気、その症状や登園許可証明書の必要性の有無等を
記載しています。感染症発生時期には感染症の種類や症状、対応方法を掲載しています。

<コメント>

保護者が意見を述べる方法は入園説明会にてしおりを用いて第三者委員の設置等を説明し、ど
の職員でも対応できる体制となっていますが、複数の方法や相手が自由に選べることの記載や
掲示はありません。保護者にも保護者からの相談があった際は、相談室等を使用し意見を述べ
やすい環境となるよう配慮しています。意見を述べる方法はフローチャートが作成されてますが
図が複雑なため、相談方法や相談相手が選べることをわかりやすく明示した書面を配布する等
の工夫が期待されます。

　保護者からの相談や意見に対して、組織的かつ迅速
に対応している。

<コメント>

保護者はいつでも相談できる旨を園のしおりや重要事項説明書に記載し保護者に説明していま
す。保護者からの相談にはどの職員でも傾聴し対応できるようにしていますが、マニュアルの作
成が充分でなく対応しきれていない部分があります。満足度アンケートやご意見箱の設置等を行
い、保護者の意見を把握する取り組みは行っていますがご意見箱への意見の投函はありませ
ん。今後保護者が意見箱の活用がしやすい方法の検討や、対応マニュアルの整備や職員研修
等にて保護者からの意見を把握し保育の質の改善につなげられるような取り組みが期待されま
す。
Ⅲ-１-（５）　安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。

Ⅲ-１-（４）　利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。

　苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能してい
る。

<コメント>

苦情解決の体制については受付担当者や第三者委員の設置等整備され、しおりや重要事項説
明書を用い保護者に説明しています。園内１階廊下には「ご意見・ご要望解決のための仕組み」
が掲示されています。園内にご意見箱の設置はしていますが、これまで意見が入れられたことは
ありません。保護者より直接話がある場合は場所を配慮したうえで園長、主任、保育士が対応し
ています。苦情を受け付けた際は職員会議等で検討し解決を図り、その記録を残しています。年
度末の園だよりで苦情の件数は公表していますが内容の公表はしていません。今後意見や苦情
等が伝えやすいよう、記入用紙の工夫等が期待されます。

　保護者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、保
護者等に周知している。



【39】 Ⅲ－１－(５)－③
b

Ⅲ-２　福祉サービスの質の確保

第三者評価結果

【40】 Ⅲ－２－(１)－①
a

【41】 Ⅲ－２－(１)－②
b

【42】 Ⅲ－２－(２)－①
a

【43】 Ⅲ－２－(２)－②
b

　アセスメントにもとづく指導計画を適切に策定してい
る。

<コメント>

全体的な計画は園長を中心に策定されています。指導計画策定は全体的な計画に基づき担当
者が行い内容の確認や指導は園長、主任がおこなっています。法人内で共通し使用しているア
セスメント表、児童票、個人面談表を用いてアセスメントを実施しています。指導計画の策定には
必要に応じて嘱託医、緑子育て支援センター療育相談班の巡回指導員も参加しています。保育
実施については職員会議やケース会議で振り返りや評価を行っています。支援困難ケースにも
対応できるよう支援コーディネーター研修の受講を奨励しています。

　定期的に指導計画の評価・見直しを行っている。

<コメント>

指導計画の評価は毎月実施されており、連絡帳や面談等にて保護者の意向把握にも取り組み
保育の質の向上についての課題を抽出しています。職員会議等で見直し変更した指導計画は
会議録の回覧等で周知していますが、職員会議には非常勤職員の出席が難しいいため見直し
において非常勤職員も含めた幅広い意見の把握と、変更点の周知へ向けた取り組みが期待さ
れます。

<コメント>

保育の標準的な実施方法は各マニュアルに明記され、研修や職員会議にて周知されています。
子どもの尊重、プライバシーの保護、権利擁護についてはコンプライアンスマニュアルや職員の
心得、倫理綱領に明記されています。標準的な実施方法について、内部研修にて周知されてい
ます。また、新職員に対しては入職後、研修に加えＯＪＴ等にて指導しています。その年度の子ど
もの状況や個々の状況に応じ指導計画を作成しています。

　標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確
立している。

<コメント>

保育の標準的な実施方法についてマニュアルや実施方法の検証・見直しの仕組みが充分では
なく、定期的な検証・見直しが不十分となっています。日々の保育の中、連絡帳や口頭で保護者
の意見や提案を確認はしていますが明確な仕組みとはなっていません。今後担当者を定め、保
育の標準的な実施方法の検証・見直し、保護者の意見の反映が適切に行われる仕組み作りが
期待されます。

Ⅲ-２-（２）　適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている。

　災害時における子どもの安全確保のための取組を組
織的に行っている。

<コメント>

災害発生時には災害・防災対応マニュアル、緊急災害マニュアル、災害時医療救護マニュアル、
相模原洪水ハザードマップが整備され、対応方法・体制が定められています。子ども、職員の１
日分の食料や水、おむつや衛生用品の備蓄や、ラジオ、トランシーバーやテント等も備えており
園長がリストを作成し管理しています。地震・火事・不審者等を想定した避難訓練を毎月実施、
年に１回保護者への引き渡し訓練および消防署立ち会いのもと訓練を実施しています。災害時
に倒壊の危険がある塀や危険が予想される建築物等については、年に２～3回民生委員、第三
者委員を訪問する際に報告し対応を検討しています。子ども・保護者・職員の安否確認方法は決
められていないため方法や体制構築が期待されます。

Ⅲ-２-（１）　提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。

　保育について標準的な実施方法が文書化され保育が
提供されている。



【44】 Ⅲ－２－(３)－①
b

【45】 Ⅲ－２－(３)－②
b

個人情報保護について法人規定の個人情報保護方針に基づきコンプライアンスマニュアル、職
員の心得に明示し、個人の情報や記録媒体等の取扱いや保管方法を研修や職員会議等で周
知しています。管理については鍵のかかる保管庫やパソコンのパスワードの設定等を行ってい
ます。記録管理の責任者は園長ですが明示はされていません。保護者に対し、入園説明会で重
要事項説明書等を用い個人情報保護について説明しています。責任者は園長となっています
が、明示はされていません。今後個人情報保護に関する研修等への参加が望まれます。

Ⅲ-２-（３）　福祉サービス実施の記録が適切に行われている。

　子どもに関する保育の実施状況の記録が適切に行わ
れ、職員間で共有化されている。

<コメント>

子どもの発達状況や生活状況、個人面談記録、個別の指導計画にもとづく保育が実施されてい
ることは園が定めた経過記録に記載しています。職員会議やクラス会議、乳児会議、幼児会議、
ケース会議等で周知していますが情報の流れを明確化しているマニュアル等はありません。記
録についての研修は実施されていませんが、記録物は主任が中心となり確認し園長とともに指
導しています。

　子どもに関する記録の管理体制が確立している。

<コメント>


	【共通評価】保育所

